
宴会料飲サービススタッフの有料職業紹介基本契約 

 

説 明 書 

 

平成 30 年度 宴会料飲サービススタッフの有料職業紹介基本契約を締結する者を公募す

ることとしますので、希望する者は応募資格確認書類を提出願います。 

 

記 

 

 １ 件  名  有料職業紹介基本契約 

  

２ 契約期間  平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日まで 

 

 ３ 応募資格  次に掲げる全ての資格を満たしている者であること。 

①  当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得てい

ない者に該当しない者であること。 

② 申込日から起算して３か年以内に経営状況又は信用度が極度に悪

化していない若しくは不正行為を行っていないと認められる等、適

正な解約履行が確保される者であること。 

③ 有料職業紹介事業について、厚生労働大臣の許可を受けている者。 

 

 ４ 応募内容  宴会料飲サービススタッフ有料職業紹介 

 

 ５ 応募方法（１）提出する書類  応募申込書 

          有料職業紹介事業許可証（写し） 

       （３）提出方法 封書の表に「提出書類在中」と記入のうえ、書留郵

便（必着）又は持参にて提出願います。 

                   提出期限 平成 30年 2月 28日（水）17：00 必着 

 

 ６ 提 出 先  大阪共済会館（ＫＫＲホテル大阪）総務課 電話 06-6941-6431 

 

 ７ 契 約 者  原則として応募資格のある全ての者と契約します。ただし、提出した

書類に不備等があった応募者は当方から通知のうえ応募を取りやめて頂

くことがあります。また、応募者が多数となった場合には、別途、調整

する場合があります。 

 

 ８ そ の 他  本契約に係る留意事項は次のとおり 

① 当会の定める有料職業紹介基本契約書（配膳人賃金ランク表、就労

責任者・常備配膳人の責務）に基づき、契約を履行できる者。 

② 原則、就労責任者を 1名配置することができる者。 

③ 当方で必要とする人員の求人申込に対して、不足人員のないよう 

対応出来ること。 

④ 常備者以外の求人申込については、宴席等予約受注状況に応じて、

原則、5日前に人員を決定し依頼いたします。 

⑤ 当会規定 「食中毒予防マニュアル」「ノロウィルス感染対処フロ

ー」を遵守すること。 

 

平成 30年 2月 15日 

 

国家公務員共済組合連合会 

大阪共済会館 

総支配人  武田 一郎 

 


